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午後 ５時００分開会 

○江口座長 それでは、時間がまいりましたので、ただいまから道州制ビジョン懇談会の

第30回会合を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中ご参集いただきまして、まことにありがとうございました。 

 それでは、早速ですけれども、議事の１番目、四国経済連合会が取りまとめました「四

国から見た道州制についての基本的考え方」について、山下委員よりご説明をいただきま

す。本日のご説明の中で、以前、協議会の皆様にお願いしておりました「道州制がめざす

将来の日本の姿」についても同時にご説明いただけるとのことですので、お手元の資料１

－１から１－３をごらんいただければと思います。 

 それでは、山下委員、よろしくお願いします。 

○山下委員 四国経済連合会の山下でございます。今日はお時間をいただきましたので、

私どもが３月にまとめました提言について若干のご説明をさせていただきたいと思います。 

 私どもの資料、３月下旬に公表したわけでございますが、お手元の資料１－１として配

付しております小冊子でございます。これはちょっと全体をご説明するのは時間がかかり

ますので、主として資料１－２として要約でＡ３の資料を用意しておりますので、それに

基づいてご説明したいと思います。 

 このＡ３の資料に入る前に、まず私ども四経連として、道州制についての基本的考え方

をこのタイミングで改めてまとめたという目的についてちょっと触れたいと思うんですが、

大きな目的として２つあると考えております。 

 １つは、全国各地、また中央を初め、道州制の議論がますます活発化しているわけです

が、そういう中で、四国の立場から見てどういう姿が望ましいのか、この際四経連として

まとめておく必要があるんではないかということが提言の第１の目的でございます。 

 それから、２つ目の目的といたしまして、四国島内での議論をさらに喚起したいという、

その資料として活用していただきたいというのが２つ目の目的でございます。 

 そういう目的を踏まえまして、この資料は、私どもの四国経済連合会の会員企業はもと

より、４県の知事あるいは国会議員、さらには市町村長、議会関係者、こういった方々に

約900通配付しております。そういった中から今後の議論がさらに活発化するということ

を期待しているわけでございます。 

 それでは、具体的な内容、このＡ３の資料に基づいてご説明したいと思います。 

 まず（１）四国から見た道州制の必要性ということでございますが、これはパンフレッ

トでは第１章ということでございますが、改めて言うまでもない点ばかりかと思いますが、

東京一極集中の是正、さらには、その一方で多極・自立型の国家体制の構築といったもの

がぜひとも必要だという観点、それからさらには、現在さらに広がっております広域的行

政課題への積極的な対応といったようなことも含めて４点ほど掲げております。この辺は

当会でもしばしば出てきている論点でございまして、特に四国だけの目新しい論点という

ことではないかもしれません。 
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 それから、２番目の国と地方の役割分担。これについても基本的にはいわゆる通説とい

いますか、議論の収斂する方向と認識しておりますが、国の役割を国家の存立、国益の維

持拡大、こういったものに限定するという方向。それから、道州の役割は、効率的な業務

を行うといったようなポイント。そして基礎自治体の役割、住民に直結した行政サービス、

この辺の整理はいろいろなところでの議論とほぼ一致するものではないかなと思っており

ますが、私どもとして一つ力点を置いておりますのは、この国の役割の中で、ナショナル

ミニマム、最低限の生活保障という点について、財政的な責任を国が負うという点を強調

したいと思っております。特に財政的という点で、何でもかんでも国が中身についてまで

責任を持つということですと今と変わらなくなってしまうということになりますので、財

政面での責任であるということを限定的に書いているつもりでございます。 

 次に、３番目、第３章、本文では６ページからになるわけですが、地方の道州が自立で

きる税財政制度のあり方ということについて書いております。 

 私どもでは、この税財政制度のあり方が道州制の成否を決する最重要分野ではないかと

いうふうに思っておりまして、この場でもかねて何回かそういうことを言わせていただい

ておりますが、この提言でもその点に大きな力点を置いたつもりでございます。 

 そのために、まず地方税の拡充ということで、国から地方への大幅な税源の移譲が必要

であると。その場合、道州税、市町村税は、地域偏在が小さくて、かつ安定性のある税目

を中心に構築するということで、できるだけ地域間の税収格差を是正するということが第

一歩ではないかと。具体的には、地方消費税とか、あるいは固定資産税、個人住民税など

がそういった部類に入るのかなというふうに考えております。 

 それから、２番目のポイントとしては、全国一定水準の基礎的行政サービスの財源の確

保。これは先ほどナショナルミニマムというところで申し上げたことの敷衍になるわけで

ございますけれども、社会保障あるいは義務教育、警察といったような基礎的な行政サー

ビス、これについては全国どこでも等しくサービスを享受できる必要があるということで、

国が財政的な責任という面から財源を確保して、各道州へ交付すると。その場合には、客

観的な指標で交付するというのが公平ではないかと。人口とかあるいは年齢構成、こうい

ったものを基準にルールを決めて交付するということが必要ではないかというようなこと

を７ページに書いております。 

 それから、３番目に、道州間での財政調整。これも非常に重要なポイントだと思ってお

りまして、①のように地方税を拡充していただいても、既に経済力の格差というものが各

地であるわけでございますので、はっきり言って東京以外はなかなか財政的な自立が難し

いという現状の中で、道州間の財政調整は不可欠であるというふうに思っております。そ

の調整の財源としては、共有税として最初に全国で徴収してしまう。そして、それを中立

的な調整機関によって配分するというルールづくりをしておくということが大事ではない

かと。水平調整というだけですと、力の強い道州と弱い道州と、どうしても差が出てきて

しまうのではないかということも考えられますので、極力中立的なルールと機関を設けて
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いただきたいというのがポイントでございます。 

 それから、４番目については、現在もインフラが大分格差があるわけでございますので、

特に四国のようにインフラがおくれている地方圏では、今後の税収基盤となる経済力を高

めるという観点からも、高速道路その他の社会的インフラを国の責任であらかじめ道州制

導入に先駆けて整備しておいていただきたいという点を強調しております。 

 この資料の右側でございますが、本文では、第４章、９ページからの記述でございます

けれども、区割りの問題でございます。区割りについては、やはり四国は一つの島という

物理的な枠がございますので、四国州が適切ではないかというのが第１の点でございます。

住民の帰属意識もそのことによって大変強いというふうに言えると思います。 

 さらには、四国霊場八十八カ所といったような歴史文化・風土が共通なものが、これは

長年の歴史を通じて根づいているということがございます。 

 それから、四国一州では人口400万ちょっとというようなことで、一国、規模が小さい

んではないかという批判がよくあるわけでございますが、この点は、世界を見ましても、

人口、ＧＤＰともにシンガポール並みであるということが、これは９ページの小さな表に

書いてございますが、前後を見ますとノルウェーとかニュージーランド、人口面、あるい

はＧＤＰではイスラエルとかマレーシア、そういった国々にも比較できるということで、

十分大きさを持っているというふうにも言えるんではないかと思っております。 

 ちなみに、欄外に丸いグラフを示しておりますが、本年１月に四経連では、道州制につ

いて２度目のアンケート調査を四国島内の経済団体、あるいは私どもの会員企業、さらに

は市町村長、議会の正副議長等を対象に行っておりまして、その結果として、やはり四国

州が68％望ましいという意見がございます。約７割ということで、非常に多くの支持を

得ているということも一つございます。 

 そのアンケートの詳細については、このパンフレットの後半のほうに具体的に書いてご

ざいます。21ページ以降にございますので、後でご関心があれば見ていただきたいと思

います。 

 それから、第５章でございますが、12ページからでございますけれども、では道州制

を導入すると四国にとってどんなメリットがあるのかという点を改めて整理しております。 

 住民が受益と負担の関係を強く意識するという結果、効率的な行政が推進されることに

なる。あるいは、スケールメリットや重複行政廃止によって行政コストが削減されるとい

うようなこと。そして、戦略を持って特色のある地域づくりが進められるというようなこ

とがメリットと考えておりまして、その結果として、四国州の将来イメージ、黒ぽちで７

点ほど書いてございますが、その辺は後ほど時間があればもう一つの資料で若干敷衍させ

ていただきたいと思います。 

 そういった四国においても道州制導入のメリットが考えられるわけですけれども、一方

で、道州制への懸念というものが非常に大きいということは、先ほど触れました本年１月

のアンケートの中からも強く読み取れるわけでございまして、そういった懸念を放置した
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まま、何が何でも道州制といっても事は進まないわけでございまして、そういったものに

ついてどう考えるべきかということも書いたつもりでございます。 

 本文では14ページあたりに書いておりますが、懸念としては、やはり格差の問題。 

 １つは、東京等大都市圏との格差がますます広がる。あるいは２番目に、道州内での格

差が拡大するのではないか。それから、行政サービスがきめ細かさを欠いてくるのではな

いかといったような懸念が示されているわけでございます。 

 そういうことに対しましては、右側にございますように、極力そういったものに正面か

ら立ち向かうような制度設計をしていくということが大事ではないかということ。さらに、

基礎自治体においてこの格差の拡大の懸念が非常に大きいわけですけれども、そういった

ところについては連携とか補完の仕組み、具体的には、５ページあたりにもちょっと触れ

ておりますが、最近出てきております定住自立圏構想とか、広域事務組合など、そういっ

たいろいろな具体的なアイデアを取り入れながら制度設計をしていくということで、特に

基礎自治体における不安あるいは懸念を正面から見据えていって対応していくということ

が今後の進め方として大事ではないかというふうに思っております。 

 そして、最後に第６章としては、道州制実現に向けてこれから必要なことということで

ございますけれども、政治のリーダーシップは当然のことでございますし、世論の盛り上

がり、さらには、四国という、私どもにとっては四国という郷土への郷土愛をもっとはっ

きり前面に出すというようなことも大事ではないかということでございまして、四経連で

も「四国学」というようなことで、四国について学ぶようないろいろな活動をしておりま

すし、ちょっと我田引水で恐縮でございますが、四国の地銀４行でも八十八カ所のお遍路

文化になぞらえて、ミュージアム88カードラリーということで、四国島内の美術館、博

物館を回ることによって賞がもらえるというような、そういう運動をやっております。こ

の辺のところは若干本文では触れさせていただいておりますが、そんなことで、四国に対

する郷土愛をもっと盛り上げていこうということが大事ではないかということも強調して

おります。 

 最後に、やはり国と地方、それから大都市圏と地方圏が思いを一つにするということが

非常に大事ではないかということで結んでおります。ややもすると道州制というのは、最

初に申し上げました東京一極集中の弊害を打破するというところから発して、大都市ｖｓ

地方という、やや対立的な軸でとらえられることが多いと思うんですけれども、ここでい

っておりますのは、やはり日本全体のためであって、大都市のためにもなると。地方が元

気になるということは、大都市のいろいろな環境面での今後の行き詰まりとか諸問題を未

然に解決することにもつながるというようなことも考えますと、大都市自身にとってもメ

リットのあることであって、思いを一つにして地方と大都市、国と地方、これを進めてい

くべきではないかというようなことをもって結んでおります。 

 概略は以上でございますが、資料をもう一つ、1－３ということで、四国の未来像とい

うことを書き込んでおります。これも提言のほうから引っ張ったものでございまして、具
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体的には提言の中を見ていただければいいと思いますが、この資料の２ページ以降にある

程度具体的なイメージ、道州制になるとこんな姿になりますよということで関心を持って

いただき、また住民のサポートもいただきたいというようなことで７点ほど書いてござい

ます。 

 ヘッドラインだけ見ていただいて、あとご関心があれば中身を見ていただきたいと思い

ますが、例えば大学が州立大学というような形で州政府の管理運営ということになれば、

今問題の医師の育成・確保といったような観点から、総合的な医療政策あるいは子育て支

援といったようなものができるようになって、生活環境も大変よくなるんではないかとい

うようなことも書いてございます。 

 いただいた時間がほぼ来ておりますので、具体的な内容はそれぐらいにしますが、最後

に１点、いろいろご説明いたしましたけれども、この私どもの提言は、限界があるのは改

めて申し上げるまでもないと思いますが、あくまでも私ども四国経済連合会の中だけでの

議論で取りまとめたものでございまして、現時点では、四国の政界あるいは行政、そうい

った分野ともすり合わせというのは全く行われておりません。 

 したがって、一応球は投げ出したわけですけれども、これがどういう反応を醸し出すか、

これまでのところは余り大きな反応はないんですけれども、冒頭申し上げました900通に

及ぶこの提言の配付というようなことで、これからいろいろなところで反応が出てくるん

ではないかと期待しております。たまたまですけれども、先週末に、私の地元の徳島県の

ほうからある有力な県議会議員がお前の話を聞きたいといってまいりまして、これはたま

たまタイミングが一致したということだと思いますが、そろそろ県議会でもこういったも

のを取り上げる時期ではないかということで大いに勉強したいということで、私のつたな

い話を聞きにこられたわけでございます。 

 この提言が下地にあったのかどうか、そこはちょっとわかりません。たまたまタイミン

グがその有力議員との問題意識と合ったということなのではないかと思いますが、私ども

としては、こうした気運をぜひ前向きにとらえて、今後議論を盛り上げていきたいという

ふうに思っております。 

 特にそういった議員さん方のお話、地方議会の議員さんのお話を聞いて感じますのは、

これもよく出てきている話ですが、平成の大合併で地方自治体、特に基礎自治体は大変な

目に遭ったと。合併だけやって財源が来なかったということを盛んにおっしゃっていまし

て、これまでも改革というと財源の問題は一番最後にやると。まず改革だけ、中身だけ詰

めて、財源は最後にやりましょうといって、最後、結局財源の話はうやむやになってつい

てこない、平成の大合併もそうだったんではないかと、こういうような話をしておられま

して、やはりそういう意識が強いんであればあるほど、先ほども触れました私どもの提言

の第３章にございます税財源問題、税財政制度のきちんとした制度設計、これをしっかり

議論して、早い段階で具体的なイメージを打ち出していくということが大変大切なのでは

ないかなと感じたところでございます。 
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 最後、蛇足でございますが、とりあえず私からの報告は以上とさせていただきます。 

○江口座長 どうもありがとうございました。 

 非常に四国というところからの地域に密着した、経済学からとはいえ、現場に密着した

ご意見というか、まとめていただいてありがたいと思います。 

 今、県議の方からのそういう質問というか、そういう話があったということですけれど

も、実は、このごろ私のほうも、愛知の自民党の県議の方々とか、大阪府の府議会議員の

方々とか、それから群馬、自民党の県議の方々です。それから、また愛知は、今度は民主

党のほうですけれども、県議の方々が、まだ幾つかあるんですけれども、話を聞きたいと

いうようなことで、今まで私への講演依頼というのは、各地域の経済団体あるいはまた経

営者とか、そういう一般市民の方々もありますけれども、多かったんですけれども、この

ごろ県議の方々からのご依頼がこうやって多くなってきているということですので、県議

の方々も、賛成するか賛成しないかはまた別の問題ですけれども、関心、興味を持ってこ

られているということは一つ私も感じております。これからいろいろとまたそういうふう

な県議あるいはまた市議会等々から話も来るやに今受けておりますので、そういった人た

ちに関心を持っていただければ大変ありがたいなと、同感でございます。ありがとうござ

いました。 

 今、山下委員のほうから四国につきましていろいろとご説明をいただきました。資料に

基づいて非常にわかりやすく、しかも非常に簡潔に「道州制がめざす将来の日本の姿 四

国編」ということでお話しをいただいたわけですけれども、今の山下委員の四国から見た

道州制についての基本的な考え方ということについて、何かご質問とかご意見とか、こう

いうことは山下委員に失礼かもしれませんけれども、何か山下委員へのアドバイス等々ご

ざいましたらおっしゃっていただければ大変ありがたいと思います。 

 どなたでも結構でございますので、山下委員にご質問あるいはまたご意見、ご提言等、

いただければありがたいと思います。いかがでございましょうか。 

 長谷川委員、いかがでしょうか。 

○長谷川委員 一つ、社会保障のところでちょっとお伺いしたいのは、本文のほうを見て

も、社会保障、義務教育など、基礎的行政サービスはというようなことがあって、必ずし

も年金、介護、医療、生活保護などを分けているわけじゃありませんけれども、年金とか

生活保護とか医療とか、それぞれの取り扱い、これをみんなひっくるめて基礎的自治体が

賄うものと考えておられるんじゃないんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどう

いうことかということ。 

 それからもう一つ、財源をいったん国が集めた後、道州へ交付するという、こういう仕

組みをご提言されているわけですけれども、国が集めたのであれば国がやるという切り分

けのほうがすっきりするようにも思えなくないわけでもないと思うわけですけれども、い

ったん国が集めて道州に交付するというふうにしたのはどうしてなのか。もしより地域に

おろしていくということなら、道州が集めて道州がやるというふうにしてもいいと思うん
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ですけれども、それはつまり、問題の社会保障の実施主体についてのイメージが、もう少

しお伺いしてみないとその切り分けがちょっとはっきりしないなと、そういう感じがいた

しますけれども、いかがでしょうか。 

○江口座長 どうぞ。 

○山下委員 率直に申し上げて、そこまでブレークダウンして個別に議論したということ

ではございません。ひっくるめて社会保障というようなことでございまして、これからさ

らにそういう制度設計はこの場での議論等も踏まえながら勉強させていただきたいという

ふうに思っているわけですけれども。 

 やはり後段のご質問の集めるほうをなぜ国がやるのかということは、集めるのも実施す

るのも道州がやるということになると、先ほど来申し上げている各道州の経済力格差とい

うのがそのままこのナショナルミニマムの部分にも出てきてしまって、ある程度調整する

にも調整しにくいんではないかと、そういう懸念があるわけでございまして、この辺はち

ょっと我々も議論の過程で悩んだところなんですけれども、国のほうに財政面の責任は負

ってもらう、そして実施面は各道州が自分たちの裁量でやるという、そういううまい切り

分けができるのかというような議論もあったところなんですけれども、財政面を任せるか

ら中身もお任せということでは今と変わらなくなっちゃうわけですので、独自性を残すた

めに財政と実施のほうを分離するという書き方にさせていただいたわけです。ちょっとそ

れ以上の詰めた議論は現状ではしていないというのが実情でございまして、これからさら

に勉強させていただきたいと思います。 

○江口座長 ちょっとすみません。河内山委員のほう、市長を経験というお立場から、先

ほど、道州の成否は税財政制度だと山下委員が言われましたけれども、そのお立場、また

市長を経験された立場から、今の長谷川委員あるいはまた山下委員の話というか、質問等

踏まえていかがですかね、この税財源の問題。 

○河内山委員 これまでもずっと議論がありましたところで、長谷川委員とはちょっと意

見を異にするところが私はありますが、最終的に国家が存立をするということは、安全保

障みたいなものだけではなくて、そこに住んでいる国民が将来とも安心して暮らしができ

るということまで含めて国家が存立をする絶対的な条件だと思いますので、その財政的な、

最終的な責任というのはだれが負うのか、どこが負うのかという議論ももちろん大事なん

ですけれども、そういうものが保障されないような制度設計では、やはり最終的には住ん

でいる国民は安心ができるものじゃないと。 

 そういう意味では、山下委員が、具体的にこの問題を切り分けされているわけじゃあり

ませんけれども、イメージとして、道州制が導入をされる前提としてというか、道州制と

いうものが導入される際に財政責任というのがきちんと明示をされるということは、単に

基礎自治体が安心するとかということじゃなくて、最終的には国民が安心する制度として

やはり大事なことだと思いますんで、これはこれからも税財政のありようについては、道

州制のまさにビジョンとし得る中身はどうあるべきかということでいうと、まだまだ議論
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が煮詰まっているわけじゃありませんので、大いに議論をして、道州制の姿というのは税

財政面で見るとこうだということはこの懇談会としても十分な議論をして、提言というか、

イメージを広く国民に示すべきだと、こういうことだと思います。 

 加えて、これから先の姿に関係することですけれども、本当に今みたいな大変な経済的

な難局にあるときに、新たな制度設計というものを提示するということからすると、過保

護的なとか、福祉国家で何もかも面倒を見るというイメージを申し上げるわけじゃないん

ですけれども、国家として最終的な責任というのは、やはりどういう地方制度をつくるに

せよ外せないものというものはあるんだということは、これをちゃんと示さないことには、

国民からすると安心して将来設計をするというような議論にならないんじゃないかと思い

ますので、ぜひ引き続き大いに議論させていただければと思っています。 

○江口座長 草野委員、いかがですか、この税財源について。 

○草野委員 やはり今お話を伺っていて、各道州に国から交付という言葉に非常に何か引

っかかるものがあるというか…… 

○江口座長 国から交付。 

○草野委員 国からの交付、つまり交付という形をとったときに、それぞれの道州ごとの

独自性とか独立性というものかどれぐらい確保できるものなんだろうなということを今疑

念というか、疑問として感じておりました。 

 ゆえにですけれども、それぞれの道州がどこまで経済的に自立できるかどうか、その見

通しを特に四国、この機会なので、どんな未来像を持っていらっしゃるのかというをお伺

いしたいなと思って、これはご質問です。 

○江口座長 後でちょっとまた山下委員にお答えいただくとして、鎌田委員のほうでこの

税財源の今四国、山下委員がお話しされたのを前提にコメントがあれば。 

○鎌田委員 道州制ビジョン懇談会が始まりました直後に、札幌とか、それから金沢での

シンポジウムに参加させていただいて、直接会場での意見交換などをした経験をみたとき

に、あのときはまだ去年９月以降のような大規模な世界同時不況みたいなものもなかった

わけなんですけれども、ただ、札幌にしろ、金沢にしろ、地域の皆さんの大きな関心は、

道州制で格差は拡大するんじゃないのか、あるいは地域は本当に財政的に自立的できるの

かという、そういう関心が非常に強いというのを感じたわけなんです。 

 今のご報告を伺っていまして、やはり四国のほうも、置かれた地域の状況から見ますと、

例えば旧国鉄の分割、民営化で四国は一統の単独会社になっているわけですけれども、な

かなか単独での採算は難しいので、ほかのいわゆる本州のほうのＪＲの各会社の上がりの

一部を拠出するという、そういう形になっているわけですね。 

 多分これは本当に大きな、住民から見れば一番関心を持つ課題だと思いますので、私は、

札幌とか金沢のときに申し上げたのは、河内山さんがおっしゃったことと本当に重なるん

ですけれども、制度をつくって財政的に地域が自立できるような、そういう制度をつくる

責任は国にあるんだと。これは、地域住民は、国はしっかりしたそういうのをつくれとい
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うふうに要求できるその権利があるんだということを申し上げたんですけれども、そうい

う視点でこれからもここの懇談会で議論をしていく。四国のほうのご報告にこたえられる

ような、そういう議論がやはり必要なんじゃないかなというふうにちょっと考えました。 

○江口座長 それでは、石井委員のほうのご意見を。 

○石井委員 全国知事会がございまして、少しおくれて出席をさせていただきましたけれ

ども、実はそのときにも、今の新型インフルエンザ対策につきまして、厚生労働大臣ご出

席されたものですから、地方が非常に財政的に厳しい中で、所要の地方財政対策を、財政

的な支援をということを我々今緊急にアピールせざるを得なかった。大阪府もこの対策で

既に22億円使っておって、大変危機的な状況なので財政的な配慮をという話が今日も出

たんですけれども、それほど今、地方財政は非常に危機的な状況にあり、逼迫をしている

ということなんですね。いざというときの健康危機管理対策を講じる、当然やっていかな

きゃいけないんですが、それに十分対応する財政基盤、それが今現在の制度でも構築され

ているかというところに一番大きな今の制度上の問題があるというふうに私は考えており

ます。 

 そういう面で、ここにご指摘になっておられますいわゆる自立できる税財政制度のあり

方という中にありまして、こういう道州制の議論をする際には、今の現下のそういう制度

上の問題点というものを、これを解決する制度設計をぜひ提案していかなきゃいけない。

すなわち、まさにこの表現に出ておりますとおり、地方が、すなわち道州が自立できるそ

ういう税財政制度をつくるということがまず基本中の基本でなきゃいけないというふうに

思っております。 

 そういう面におきまして、私も草野委員のご質問と同じように、やはり国が財源を確保

し道州へ交付するという、このような考え方を、これを捨て去って、やはり我々地方が自

分自身の、地方の税収によって自立するということを基本に考える、そういう制度をぜひ

構築していく、提案していくということが我々懇談会の一番大きな役割、責務ではないか

というふうに考えております。 

 税財政制度のあり方の問題と同時に、区割り論につきましても、これは当然関連するわ

けでありますけれども、人口とか、あるいは経済規模でしっかりと自立できるような規模

というようにちゃんと説明をしなきゃいけないというふうに考えておりまして、そういう

国民の皆さんのさまざまな問題意識というものにこたえ得るような、そういう制度設計を

この税財政制度及び区割り論におきましてしっかり議論して構築をしていきたいものだと

いうふうに、私はそのように考えております。 

 その中で、やはり例えば戦略的な産業振興という言葉もございますけれども、産業振興

を戦略的に行うという、そのためにも必要なさまざまな基盤、産業基盤あるいは産業人材、

こういったものが十分そこの当該地域にあるのかどうかという、そういうことも含めて、

将来に向かっての発展可能性という意味においてしっかりとした制度設計もあわせ提案す

ることができればと、このように考えております。 
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○江口座長 ありがとうございます。 

 この税財政制度につきましては、今日は四国でしたけれども、これから東北とか、ある

いはまた北海道とか九州とか沖縄とか、そういう各ブロックごとでいろいろと基本の考え

方なり、あるいはまたビジョンというか、四国の未来像と同じようにそれぞれのエリアの

未来像というようなことでお話しいただくその都度こういった問題が出てまいります。 

 そう思いますので、またそのときいろいろと、重なってもいいですから、お話しをいた

だくなり、あるいはまた変えるものがあれば、新しい提案があれば新しい提案をしていた

だきたいと思うんですが、今日は、このビジョン懇の専門委員会は２つ専門委員会を持っ

て、税財政専門委員会と、それから区割り専門委員会、持っているわけですけれども、そ

の税財政専門委員会の委員にもなっていただいています堺屋委員にご出席いただいていま

すので、今の皆さん方のご意見を聞いて、そしてまた、堺屋委員ご自身の道州制について

の税財政制度のあり方ということについてはどのように今のところお考えなのか、少し長

くなっても結構でございますので、お話しをいただければと思います。 

○堺屋委員 この議論を積み上げていかないと、一回ずつゼロから話をしているようでは

進まないと思うんですよ。中間報告でナショナルミニマムといいますか、最低限の生活保

護は国の責務であると書いておりますので、16項目のうちの一つに入っていますね。だ

から最低限の生活保護は国の責務であると。したがって、それは国税で行うものであると

いうことなんですね。 

 この実施を地方に任せるかどうかというのはまた別の問題があるんですが、ここでやは

り一つ問題になってきているのは、国が財政的に負担をして実施を地方に任せると、地方

が甘くなるんじゃいないか。やはり自分で一部負担していないと、どんどんと生活保護を

認めちゃうんじゃないか。現にそういう議論がありまして、生活保護の基準が甘い地域が

あるんではないかというような議論がありますから、これをどうするかということは一つ

問題になる。それで、今、草野委員がおっしゃったように、だから交付するという発想は

よくないだろうと思うんですね。 

 ２番目の問題として、財政的責任を持つことと徴税の問題とは別であります。だから、

徴税はどこが行うのか。これは今、国と都道府県と市町村と３つで行っておりますが、こ

れを一元化して、それで税務の効率化を図るべきだと。そうすると、道州が徴税をして、

そして国の必要な費用、国税に当たる部分は国に、基礎自治体に当たるものは基礎自治体

に配分するほうがいいのではないか。この徴税の問題と分けて考えるべきじゃないかと思

います。 

 それから、これも何回か出ておりますが、いつも消えちゃうことで、国の立場から一番

最大の問題は、国の債務、これをどうするかということ税財政とは不可分にかかわってく

る。だから、今や800兆円に近い国の債務を、税を分けるならば、やはり税収と一緒に持

っていかないことには、税だけ分けて国税が減って、それで債務が残るということになり

ますと日本国債の大暴落を招きます。だから、この問題がやはり言及されないことには、
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現実的な問題にならない。 

 そのことは同時に、今、四国のほうでもおっしゃいましたインフラストラクチャーの進

んでいるところとおくれているところ、これを修正する効果があります。インフラストラ

クチャーの進んでいるところが国の債務を多く持つ。これはＪＲのときもそうでしたけれ

ども、価値ある施設を引き受けた本州のＪＲがたくさんの負債を負った。後に20兆円、

後に利子がついて26兆円になりますが、これは国の負担になりました。 

 そういうことをきちんと言わないと、恐らく国ではこれは笑い話だね、本当のことは何

も言っていないねと、こう言われるだろうと思うんですね。だから、債務の問題をきちん

と議論して、それで、そのことによって現在の格差がこれだけ是正されるんだというシミ

ュレーションがやはり必要だと思います。 

 ４番目の問題としてやはり大事なのは、規模と人材の問題です。これはまことに申し上

げにくいことですが、今問題になっているのは、北海道と北陸と四国と沖縄、これが自立

できるかどうか。国の後ろ支えがあってならできるけれども、本当に道州制で国の権限を、

ここに書いてあるように国の役割を限定してほかは道州でやるといったときに自立できる

のかどうか、真剣に考えていただきたいと思います。 

 例えば、四国の学校で司法試験に合格した人が何人いるかというのを見ますと、極めて

わずかなんですね。この10年間で何人。極めてわずか。四国だけで自立したときに、果

たして四国で国と切り離して、国の役割を限定してやっていくときに、それだけの行政的、

政治的、行政的あるいは文化的、産業的な人材が出るかどうか。この点を現実に考えない

と、地域感情でいきますと、できるだけ細かく分けるという話にどんどんなるんですね。

だから、沖縄も北海道も四国も自立だというのは通りがいいんですけれども、果たして現

在の構造が何年たってどう変わって、どれだけの人たちが、どれだけの産業が、どれだけ

の税収がそこに定着するかということを考えますと、やはりある程度の規模というのは必

要なんじゃないかという気がするんですね。 

 徴税一元化ということを考えますと、やはり道州が徴税をして、国にも国税庁等、国税

の税源、税原に当たるところは払うというような仕掛け以外にない。 

 こういった議論を既に何度かやったと思うんですが、これをどんどん積み上げていかな

いと、いつも一からの話になるとこの道州制の議論が前に進まないだろうと思うんです。 

 したがって、どの地域がどれだけの財源が得られて、それでどれだけのことができるか。

それから、水平的調整にどれぐらいの財源を置けばいいのか、これをコンピュータシミュ

レーションを早急にかける必要があると思いますね。 

 それから、道州のこの組織について、これをやはり明確にしないといけないと思います。

最近、道州制の議論が進むにしたがいまして、道州内での格差という、州都の問題なんか

が出てきまして、いかにも州都をとったら大もうけするような話が出てきているわけです

けれども、だから、道州の組織とはどういうもので、どれだけのものが道州行政に必要な

ものか、それをはっきりさせなきゃいけないんですね。だから、道州の組織も考えなきゃ
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いけない。 

 平成の大合併は大失敗だという声がほとんど、非常に広がっておりますけれども、やは

り道州も州都に集中するような組織をつくってはいけないんですね。だから、それは道州

はどういうような機関にするのかということもあわせて、議論はやはり積み上がっていか

ないと、毎回一からの議論になっておるような気がしますので、ひとつその辺をはっきり

していただきたいと思います。 

 特に、各地方で議論していただくときに、国の債務の問題を必ず取り上げていただかな

いと議論にならないと思います。 

 それから、九州、北海道、東北、四国、中国、皆さん熱心にやっていただいております

が、なぜか関東地方と東京が抜けておるんですね。やはり日本全国の話ですから、ぜひ関

東及び東京について。 

 それから、もう一つ最近出てきておりますのは、横浜、名古屋、大阪という大都市を別

にしようという議論も出ています。これも先ほどと同じで、感情としてはできるだけ細か

く細かく、分けろ分けろという意見が出てくるんですけれども、本当に国が役割を限定し

たときにできるのかというと、そこのイメージをやはりはっきりさせておかないといけな

いと思う。だから、今までの議論を積み上げて次の話を進めてもらいたいと思います。 

○江口座長 ありがとうございました。 

 堺屋委員のおっしゃる積み上げなければならないというのは、おっしゃるとおりだとい

うふうに思いますけれども、このビジョン懇談会で、それぞれの協議会の委員の方々が、

それぞれの地域の考え方としてそれぞれ意見を言われるわけでございまして、ですから、

堺屋委員のほうで積み上げていただければ。というか、税財政専門委員会のほうでそれを

持ち込んでいただいて、ビジョン懇親会ではこういう意見があったというようなことで反

映しながら積み上げいただくということをぜひしていただきたい。各それぞれの地区は地

区で、地域は地域で、それぞれ考え方とか立場というか、あるいはまたそういうものがあ

るわけですから、いろいろとそういうようなものを聞いていただきながら、税財政専門委

員会のほうでぜひ積み上げていただくということで、毎回毎回同じ意見が出てくるじゃな

いかというふうに思われるかもしれませんけれども、その辺はよろしくお願いをしたいと

思いますが。 

○堺屋委員 座長の精力的な活動で、地域主権型というのがかなり通ってきたとは思うん

ですよ。だから、座長が皆さんの各地域に積み上がったものをやはり普及すると。それで、

この北陸、四国、それぞれで議論されるときに、こういうところまで前提にしてください

よと。反対なら反対でいいんですが─、ということを積み上げ型のことを座長から各地

方に普及していただきたいと思います。 

○江口座長 わかりました。そういう積み上げられたというよりも、積み上げられつつあ

るというようなことを、来週も１週間で８回講演をしてまいりますので、そういうような

ところでそうした意見を積み重ねられつつあるような、またそういう必要があるというよ
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うなことは話をつけ加えてまいりたいと思いますけれども、協議会委員の芦塚委員、九州、

あと沖縄の太田委員のほうからも、ちょっとこの税財源重要ですので、ご発言をいただき

たいと思います。 

○芦塚委員 ただ今、堺屋委員からお話をお聞きいたしました。この税財政制度、分科会

のほうで、ナショナルミニマムについても、これは役割分担がないと税財政制度はできま

せんので、今検討中ということで、これは中間報告のまさに宿題になっております。公的

年金、医療、それから先ほどの生活などすっきりした形にぜひまとめていただきたいと思

います。 

 それで、公的年金などは、私どもは、これは一生を通じて人を保障するものですから、

道州に移ってもその人にちゃんと平等に、公平にするということから、これは国がやるべ

きだ、最後の執行まで国がやるべきではないかと考えております。医療は道州下でもいい

と思います。その辺りは、ナショナルミニマムは宿題になっておりますので、ぜひ整理を

していただきたいと思います。 

 それと、もう一つ中間報告で宿題にされていますのが、先ほども出ていました基礎自治

体の行政能力を強化する仕組みといえる基礎自治体論、これが地方でもくすぶっておりま

す。これは中間報告ではあり方について、政令都市や大都市を含めて検討が必要となって

います。これをどうやって中間報告から本報告までの間に皆さんで整理していただくか。

これは先ほど申されましたけれども、平成の大合併の失敗あるいは三位一体の改革の後遺

症といえるかもしれませんが、地方の町村は特に合併に非常に反対でございます。まして

道州制どころじゃないという意見もございます。この付近にもメッセージを与えてさしあ

げたいと思います。君たちの力でこういうことによってこれができるんだよというメッセ

ージのようなものを何か与えていただければと思いますので、今後の検討の中でぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

○江口座長 税財政専門委員会として、そういうことも前提に置きながら一つの案を本報

告にはめ込む、その提案をまとめていただき、また親会で検討をするということで、その

手順で、とりあえず税財政専門委員会で意見をまとめていただくということをしていただ

きたいというふうに思います。 

 ほか、あとは太田委員のほうからいかがですか。 

○太田委員 沖縄は、人口・規模も小さいですから、税財政の問題は相当厳しい。昨年、

江口座長から財源として基地税が問題提起されたことがあります。沖縄側としては、財源

（税源）移譲を重視した制度設計よりは、財政力格差解消を重視した制度設計をしてほし

いと考えています。税源移譲するにしても、もともと少ない財源を移譲されても厳しいも

のがあります。やはり格差是正のための財政調整制度を重視した制度設計にしないと難し

いと考えています。それから税財政専門委員の方がおられますので、お願いしたいのです

が、離島の取り扱いについても頭の中に入れていただきたい。海洋基本法が平成19年に

公布されました。沖縄は国土形成離島群として、日本の領海及び排他的経済水域等の保全、
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海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の保全をその基礎においてさ

さえている。沖縄があることにより保全される海洋は広大であり、国土の均衡ある発展を

めざして適切な財源保障措置がなされるべきであると考えています。これは沖縄だけの問

題ではなく、外海離島をかかえる、北海道・長崎等にもいえる問題です。長崎は対馬問題

でもゆれているやに聞いています。 

 それから、沖縄でいつも問題になる基地問題です。安保条約の関係で米軍基地があるこ

とは承知しているが、そのことが経済発展の阻害要因になっていることも事実である。こ

ういった問題も考えないといけないと思います。 

 基地関連の交付金が県・市町村に支給されていますが、基地内・基地外に住んでいる米

軍人・軍属家族への租税公課（住民税・固定資産税等）適正に課されているのか、ゴミ・

下水道・道路等の社会インフラの利用、犯罪・騒音等の迷惑料等、課題が多すぎると考え

ています。 

 米軍施設のある市町村は交付金があるために、ある程度潤っています。そのことが沖縄

県の市町村合併が進まない一因になっていることも又、事実であろうと考えています。地

域の特殊事情を考えると画一的な基準ではないことも配慮することが必要であると考えま

す。沖縄の基地問題、北海道・長崎・沖縄等の外海離島の維持も大事であることを考慮し

ていただきたいと思います。 

○江口座長 ありがとうございます。 

 沖縄につきましても、太田委員のほうから、やがて沖縄から見た道州制についての基本

的考え方とか、道州制が目指す将来の沖縄の姿、日本の姿ということでまたそういう機会

をつくりたいと思いますので、またそのときにお話しをいただきたいと思うんですけれど

も、確かに、沖縄は基地の問題というある種特殊な問題を持っているわけでありますし、

それから、米軍、離島、さまざまな問題がありますので、そういうことも特殊事情ですよ

ね。そういうものも踏まえて、後日機会をつくりますので、お話しいただければというふ

うに思います。 

 そのほかご意見ございませんか。どうぞ。 

○石井委員 先ほど芦塚委員、太田委員からお話があった点で大変重要な点をご指摘にな

ったと思うんですが、市町村、特に町村ですね、それから離島の問題、こういったことに

対しての我々懇談会としての一つの具体的なメッセージをしっかり出さなければいけない

と思うんですね。 

 実は、知事会の中でも、最近大分新しい知事さんが就任されておられますけれども、ど

ちらかというと、そういう方々の中には、道州制問題につきましてやや慎重なご意見を述

べられる方がだんだん出てきていらっしゃるのかなという印象と、それから、河内山さん

いらっしゃいますが、市長会でもかなりそういう意味での慎重なご意見が従来よりあり、

とりわけ、町村会に至りましては、全国町村会が道州制につきましてはっきりと反対とい

う趣旨の決議を述べていらっしゃるということでございます。 
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 やはりその背景には、先ほど来お話がございました市町村合併、今回の平成の合併によ

って、やはり中心の役場になったところが栄えて、それ以外の周辺のところがなかなか予

定したとおり、思ったとおりの合併効果が出ていない。そして、それが実は今回、平成の

合併後の市町村長の選挙があったことはご案内のとおりでございますが、合併したところ

におきましては、大体現職の方が出られたときには非常に厳しい結果になっておりますが、

このことは、やはり今のようなことが背景になっているんではないかと思うんですね。 

 したがって、この道州制の問題をこれから国民的な議論を高めていく際には、どうして

も町村の皆さんに対しまして、そして市長会の中でも随分慎重な方々が数多くお見えでご

ざいますから、そういった方々にしっかりと市町村合併の問題と同じように、すなわち州

都のみ栄えるということではないという、先ほどの堺屋委員のご提言ではございませんが、

そこをもっとわかりやすく我々として意見を集約して、しっかりと発信をしていくという

ことでないと、今後これから、今のような経済情勢の中で、また地方分権改革ですら今停

滞ぎみでございまして、本日はそういった面におきましては、知事会の中でも新型インフ

ルエンザ対策にかなり議論が集約をされ、そして、直轄事業の負担金という特定の問題の

みに議論が集約して、一番大事な地方分権改革という大事な問題の議論が十分できないほ

どの、そういう今世の中なんですけれども、そういうときだからこそ、やはり国の形を根

本的に変えるこの道州制の重要性ということをしっかりと発信をしていき、また理解を幅

広く国民の皆さんに得るためにもぜひそういった努力をしていかなきゃいけないんじゃな

いかということを意見として申し上げたいと思います。 

○江口座長 ありがとうございます。 

 前回ですけれども、最終的に３つのポイントで集約されまして、一つは国の役割を16

項目にしてあるけれども、もう一度この国の役割を16項目でいいかどうかということに

ついて確認をしましょうよと。特にナショナルミニマムということについて考えてみよう

というようなことが一つありました。これにつきましては、今もお話がありましたけれど

も、またいつかの会合でこの国の役割という─、いつかというのは早急に国の役割につ

いて16項目を確認、これでいいということであればこれで、またその中で国民生活の最

低保障ということが一つ項目になっていますんで、そのことについても、何をもって最低

の生活保障ということをいうのかというようなことも皆さん委員の方々から教えていただ

ければというふうに思います。 

 ２つ目は、そのときに道州制、道州制というふうに道州制の議論を中心に行われている

けれども、基礎自治体が一番問題ではないかと。道州制を前提として考えるならば、基礎

自治体のことも考えなければいけない。道州制が基礎自治体をどう考えるのか、どうとら

えるのか、そういうようなことについて、もっと基礎自治体の論議をすべきではないかと

いうような、そういうご意見がありました。これにつきましても、早急にこの基礎自治体

のありよう、またその問題点等々も含めまして議論をさせていただければというふうに思

っております。 
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 ３つ目は、今までいろいろと委員の方々が提案している工程表について議論したらどう

か、議論すべきだというような、前回はこの３つのポイントで終わっているように思いま

す。しかし、今、石井委員もおっしゃったように、基礎自治体というもののあり方はやは

り議論すべきことではないかというふうに思います。機会を設けます。 

○堺屋委員 基礎自治体の話で、ごく最近、与党の政治家から出ている話ですが、環境市

みたいなもの、環境地域みたいなものを、東京を特別にするという話はあるけれども、環

過疎地帯とか、今の離島、海洋、これは国の直轄地にしたらどうかと。過疎地帯をむしろ

国の直轄地にして、道州から切り離して、昔、カナダでもオーストラリアでも準州という

のがありましたけれども、発展のおくれたところは国が直接見るところを残すと。 

 逆に、過疎地帯のほうで幾つか、一定の基準があるところは、道州で面倒、そのかわり

国の権限はそこだけ強くなるわけですが、そういうことを残したほうがいいんじゃないか

という提案が政治家さんの間で出ているんですよ。これは検討に値するかどうか、考えて

いただきたいんですがね。 

○河内山委員 多分ちょっとそれは刺激的過ぎて、余り議論をしないほうが。いわゆる国

の出番というんじゃなくて、これは基礎自治体として存立をしていくために、現状でいう

と都道府県といわゆる小規模の町村の関係、あるいは中心市と周りの小さな町村の関係、

それからそういうものの連合体とか、そういうふうな文脈で議論をしていかないと、この

共生合併の話と、それから今のいきなり国が出てくるという、手っ取り早いようですけれ

ども、それはやはり自治の精神からすると対極、対岸にあるような感じがしますんで、そ

の辺をよく踏まえて安心感のある議論をしていかなきゃいけないと思います。 

○江口座長 そうですね。 

 石井委員どうですか、今の堺屋委員の。 

○堺屋委員 私はそれに賛成じゃ…… 

○江口座長 堺屋委員が引用された国会議員の先生方の中にはそういうことを言う人もお

いでになるようですが。 

○石井委員 基本的には、地方分権の大きな流れというものを念頭に置いて慎重に議論す

べきかなという印象を持ちました。 

 今、地方制度調査会でも、この水平補完とそれから垂直補完について議論しております

よね。やはりその場合でも、我々知事会レベルでは、どっちかというとやはり垂直という

のではなくて、お互いに水平の、今、河内山さんがおっしゃった中心に近い市が周辺の町

村の、場合によってはそういう問題が出たときには行政を補完するというふうな、そちら

のほうを主に考えるべきではないかというほうが意見が多いんですけれども、やはりそれ

は地方分権ということを念頭に置きながらの議論であって、どうしても大きいところから

道州がいきなり町村の行政を補完する、いわんや、今のご指摘のように直接国が統治をす

るということになりますと、これはどうも今議論しております我々の方向性からするとい

かがなものかなという感じがします。 
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 またしかし一方で、政治家とすれば、町村が合併で非常に疲弊をして、取り残されたと

ころから、そういう強い心配、不安というのが出ているんだと思うんですね。それを政治

的に解決するには、最後は国家が安全・安心ということでちゃんと保障しますよという、

そういう姿勢をアピールするという、政治家なりの発想としてはひとつ理解できないこと

はないんですが、基本的に私はそういう地方分権ということを尊重しながら、その流れの

中で議論していただけますればと思っております。 

○江口座長 ありがとうございました。 

 区割り等は長谷川委員が区割り専門委員会のほうに入っていただいていますので、また

そういうようなことも念頭に置いていただきながらいろいろと、また区割りにつきまして

は、沖縄ということもありますので、税財政専門委員会ともいろいろコンタクトをとって

いただいて、いろいろと問題点、微調整、あるいはまた大きな調整になるかもしれません

けれども、区割りの区分、その考え方、案を出していただければと思いますので、よろし

くお願いします。 

 ありがとうございました。 

 お手元に資料２として、北陸経済連合会から「道州制がめざす将来の日本の姿」という

ものが配付されています。これにつきましては、次回懇談会で次々に発表をしていただく

と思いますけれども、今後も協議会の各委員会におかれましては、道州制が目指す将来の

日本の姿、あるいはまた自分の一応お考えなり、それぞれ協議の方々のお考えになる、地

元の地域のそのお立場から、目指すべき将来の州はどうなるのか、次々に発表をお願いで

きればと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 北陸経済連合会の発表については、次回以降の懇談会で経済連合会の協議委員会の委員

にご出席いただきまして、ご説明をしていただきたいというふうに思います。 

 それでは、議事の２番目、道州制工程表についてでございますけれども、最近の懇談会

では、道州制工程表について議論を進めるべきと先ほど申し上げましたけれども、前回も

ご意見が委員から寄せられました。分科会を設けて議論すべきだとの意見もございました。

私としては、工程表については、本懇談会で議論すべき重要な議題と考えておりますし、

また委員の多くの方々から本懇談会で議論すべきだということでございましたので、お手

元に資料３としてお配りしたように、工程表についての今までの議論を踏まえて私案をつ

くらせていただきましたので、まずはその内容について事務局に読み上げていただきたい

と思います。 

 杉本参事官、よろしくお願いします。 

○杉本参事官 それでは、資料３に基づきまして読まさせていただきます。 

 道州制工程表について。 

 道州制の実施に向けては、以下のような工程で具体化することが考えられる。 

 （１）「道州制基本法」の制定。 

 道州制の基本理念。 
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 実現に向けた工程表。 

 道州制の検討体制の整備。 

 （２）「道州制実施法」の制定。 

 国、道州、基礎自治体の行うべき事項および権限。 

 道州の区割りおよびその変更手続き。 

 国、道州、基礎自治体の行政、税財政制度。 

 国家公務員、都道府県公務員、市町村公務員等の身分に関する基本ルール。 

 道州設立のための準備体制。 

 「道州制特区推進法」の広域連合への適用など。 

 （３）「道州制法」の制定。 

 道州制への移管体制の整備。 

 （４）道州制の完全実施。 

 以上です。 

○江口座長 ありがとうございました。 

 道州制の工程表については、こうした項目について検討をしようというふうに思ってお

るわけでございますけれども、この道州制工程表については、いかがでございましょうか。 

○堺屋委員 工程表というのは、工程がついているから工程表なので、項目表だけではち

ょっと工程表にならないと思うんですね。だから、これは項目が書いてあるだけで、工程

が書いてないんですけれども、やはり何月、何年以内にこうするという、例えば最後の実

施が10年後にするなら、そのためには道州制基本法は何年、平成22年度の国会に出すと

か、そういうのがないと、工程表じゃなしに工程項目だけで工程表になってないと思いま

すけれども、ちょっと座長、いかがでしょう。 

○江口座長 私のほうとしては、道州制工程表に盛る項目について、こういう項目を入れ

たらどうかということ。 

○堺屋委員 それは結構ですけれども、この工程の期限について、座長から何かご意見な

い、あってしかるべきだと思うんですけれども。 

○江口座長 この項目をそれぞれ見ていただいて、これは不要だろうとか、新たにつけ加

えたらいいだろうというような、そういう項目を議論していただければと思ったりして、

一応工程表として出したんですが。 

○堺屋委員 だから、工程表だから、大体いつごろまでにどの工事をするかということが

ないと、工程表にならないですね。 

○江口座長 河内山委員。 

○河内山委員 堺屋委員のおっしゃるとおりだと思うんですが、まずは道州制というもの

がどんな建物なのかということを今議論している最中で、そのことをまずはこの懇談会の

役割としては、国民的議論に供するために、このビジョンをつくることがまず第１段階で

必要で、どういう建物なのか、はっきりしないけれども、とりあえず発注はいろいろして、
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材料も集めますとか、工期はいつまでですというのだけ決めても、それは余り意味がない

けではなくて、最終段階でそのことをやるのが大事なので、先ほど来お話のございました、

石井委員もご指摘になりましたし、芦塚委員もご指摘になった、これから重要項目につい

てちょっと議論を来年の最終報告に向けて、盛り込むべき事項の重点的な項目があります

ので、それが見えてこないと、なかなか何年ごろにどんな法律をつくるべきだというよう

な、まだ段階に今のところ来ないような気がするんですけれども。 

○江口座長 草野委員、いかがでしょう。 

○草野委員 この懇談会が始まったころは、私自身は非常に漠然と道州制というものをい

いなと、移行したらいいなというふうに思っていたんですけれども、いざこうやって会を

進めますと、話せば話すほど、果たしてここの部分はどうするんだという詰めの作業とい

うか、具体的になるがゆえの難しさみたいなのを非常に感じていて、ゆえにもう少し果た

してどういう形にするのかというのを決めてから、それこそ法律の制定とかというのに移

っていくんじゃないかというふうに感じています。 

○江口座長 長谷川委員、どうですか。 

○長谷川委員 このメモの中の（４）の道州制のでき上がりの完全実施については、既に

中間報告で2018年と皆さん一致して書いたわけですよ。だから、ここは言わずもがなで、

そこをまず確認したいんですけれども、2018年を外しちゃうんですか。 

○江口座長 外しません。 

○長谷川委員 ですね。だったら、ここは2018年とまず来ます。ここは決まった。そこ

はいいですね。 

 そうしたら、2018年までの中で（１）から（３）までのところの大体のめどみたいな

議論は詰めてしかるべきなんじゃないですか、そういうふうに思いますけれども。 

○堺屋委員 議論というものは、段階を明確にしておかなきゃいけないんですよ。項目だ

けじゃなしに、例えば建物を建てるなら、いつコンセプトをつくって、いつ基本設計をつ

くって、いつ詳細設計にしてという段階を経て、それぞれについてこれぐらいの期間でや

るということを決めないと、漠然と18年だけが決まっているというのでは、話が進まな

いと思うんです。 

 それで、今我々が何をやるべきかというのがこのまさに工程表なんですね。だから、こ

の工程表には、最初にここに書いてある基本理念を初めとするこの（１）の道州基本法の

制定は何年以内にやりましょうと、だからこのテンポで議論をしましょう。そして、それ

が決まったら、次に実施法、これはどういうような内容ですから、何年ぐらいかかるでし

ょうということを決めてもらわないと、これはそもそも何をするかわからないというか、

かなり受けとめ方が違うと思うんですよね。 

 だから、明確にこの基本法はいつごろで、そのためにはここに書いてある道州の基本理

念、それから実現に向けた工程表、この工程表も何日、何月、何年にはこういうような基

本案を出して、そして総理大臣なり何なり答申をして、それで政府の中でもんでいただい
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てというようなスケジュールがないと、大体基本法というのはスケジュール法ですから、

それを明確にしないと先へ進まないと思いますよ。 

○江口座長 鎌田委員。 

○鎌田委員 一つ確認ですけれども、先ほど長谷川委員から指摘があった（４）の道州制

の完全実施に関して、懇談会で完全一致したというふうにお話でしたけれども、私はそう

いうふうに同意した覚えはありませんので、お断り申し上げておきます。 

 それを踏まえた上で、何か話がまた堂々巡りになりそうなところがあるんですけれども、

先ほど江口座長のほうから、（１）、（２）、（３）と３つの懇談会としての課題を項目

を整理して提案があったかと思うんですけれども、この例えば（１）、国の役割16項目

でいいのかということとか、それからこれは各地域の協議会からも、あるいはそれ以外の

本当にここが重要な関心を持っているわけですけれども、基礎自治体のところをどう考え

るんだという、こういうところの議論がまだ本当に一番ある意味では国民の関心が集まり

そうなところへの議論のそれこそ堺屋委員がおっしゃっている議論の積み上げまでもまだ

いってないところがあると思いますので、そうするとやはりそのあたりをある程度整理で

きてからの話がその３番目に来るのかなというふうに考えるものですから、ちょっとまだ

順番がこういうことを議論する段階では今の段階ではないんじゃないかというふうに思い

ます。 

○江口座長 石井委員。 

○石井委員 工程表というからには、やはり具体的なスケジュール、具体的な年度が入っ

ているものでなければならないというのは、私もそうだと考えておりますが、ただその検

討していく際には、１つは先ほど来申し上げている、これはやはり地方分権改革の総仕上

げ、私は究極の姿の道州制ということを申し上げているんですが、やはりこの議論が非常

に残念なんですが、まだ国レベルにおいては、各省庁の大変な抵抗に遭って、それを政治

的に強いリーダーシップで持っていこうという、そういう雰囲気すら全くうかがえられま

せん。 

 先般も議論が審議会の中であったんですけれども、本当に政党の公約、いわゆるマニフ

ェスト等において、地方分権という言葉が載るのかどうか、載るとして、それこそマニフ

ェストですから、４年間の中でどれだけの具体的なスケジュールというものが明示される

のかということについて、非常に今の段階でははっきりと方向性をまだ見いだしていない

ということなんですね。 

 ですから、そういうような状況の中、しかも先般私はＭ新聞の記事を見て驚いたんです

が、自由民主党の道州制推進本部の中でも、道州制について前向きに議論しているのは本

当に少ない人数の人たちだけなんだというふうな記事が載っておりまして、大変私もその

記事を見て驚いたんですけれども、それが本当なのかどうか、それだとすると、まだまだ

国民的な議論ということになってないという状況だと思うんですね。その厳しい状況を認

識をした上で、やはりしっかりと国民的議論をこれからも展開を本当にしていかないと、
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道州制基本法制定というふうな機運に果たしてなるのかどうか。 

 特に今回総選挙が近くなってきて、政権選択云々ということが言われている中にありま

して、本当に地方分権の問題、さらにはこの道州制の問題をそれぞれの政党が具体的な公

約等の中で、どのようにそれをしっかりと明記をしてくれるのかどうか、その働きかけが

関係の人たちからどのようになされていくのかという、そしてまた我々当事者である地方

側の意見というものがどの程度反映をされるのかということ、そういった点をしっかりと

見きわめた中で、この具体的な工程表というものを示していただけますればと、こう思っ

ております。 

○江口座長 いかがでしょうか。 

○長谷川委員 ちょっと大事なことだから確認させてもらいたいけれども、中間報告で

2018年に完全移行を実施すべきと書いたんじゃなかったんですか。 

○江口座長 書きました。書いてあります。 

 それは、それぞれいろいろな異論もありましたけれども、大勢として多くの委員の方々

が、もちろん反対の方もいましたけれども、鎌田委員のように。しかし、多くの方々が

2018年、10年後ということで合意されたわけで、中間報告にはそのように明記してあり

ます。 

○長谷川委員 であれば、それにのっとってやるというのが普通の手順だと私は理解しま

す。 

○河内山委員 2018年、もちろん大事なお話だと思いますが、それよりももっと大事な

のは、繰り返しになりますけれども、本当にどういう姿の道州制にするのかということが

全くこの今日の少数の委員の中でも、まだまだこれは議論しましょうとか、これはちょっ

と違いますねと、こうお互い言い合っているのを繰り返し、繰り返しやったのでは、堺屋

委員の言われましたように、積み上げにならないと。積み上げていく努力を重要な点につ

いて、座長のほうで取り計らっていただきまして、ぜひそういう機会をこの懇談会の本来

の役割ですから、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 それから、基本法云々については、最近の麻生総理が国会で答弁をされているのを見る

と、この懇談会で議論が出てきたものを踏まえて、政府の中で今後どういうふうに進めて

いくかという検討機関をつくって、それを議論するんだとおっしゃっているので、本来の

この懇談会の役割からすると、まずはまさに国民の議論の材料になる道州制というのはこ

んなものなんだ、こんな意見もあるけれども、我々としてはビジョン懇談会としては、こ

ういうふうなことで、基礎自治体はこうあるべきだと考えているとか、財政制度について

はこうあるべきだと考えていると、こういうものをちゃんと議論になるようなものを提示

していくと。 

 それはみんなが一致しなくても、地方の立場からしたらこうではないかと。あるいは大

都市の立場からしたらこうではないかというのは、いろいろな意見があるけれども、道州

制というのは総じて見ると、国民にとってはこういう意味合いのあるものではないかとい
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うものをこれを早く示すことが大事じゃないかと思いますので、繰り返しになるようです

が、そういうものをまずやって、それから工程表というものはその後についてくるもので

あると、こういうふうに思います。 

○堺屋委員 今おっしゃったのは、道州制基本法じゃないんですか。道州制基本法をつく

るということは、まさにそういうことでしょう。 

○河内山委員 基本法の中身になるものを……。 

○堺屋委員 だから、中身になるものでここに道州制の基本理念とか書いてありますが、

基本法の中に道州制の基本理念があり、18年までの工程表があり、道州制の検討体制の

整備、これがあるんですよ。だから、基本法をいつまでにつくるかということを言わない

と、全然この委員会は目標のない委員会です。憲法調査会になっちゃうんですよね。憲法

調査会というのはありますから、いつまでもやっているという点はないわけではないけれ

ども、基本法でそれは今おっしゃることですから、いつまでにこれを提案すると、きちん

と座長のほうで取りまとめて出してください。 

○江口座長 前回、10年後の2018年までに道州制に完全移行すべきであると考える。こ

のために、道州制基本法は本懇談会の最終報告が行われる2010年には原案を作成しとい

うことで、中間報告ではそうなっているわけですから、少なくとも道州制基本法が最終報

告で原案として提示しないと、中間報告の意味をなさないということになりますね。 

 前回、皆さんすべての委員の方々ではなかったと思いますけれども、大勢、雰囲気とし

て工程表、工程表、工程表ということで、工程表というそのことについて議論すべきだと

いうことでありましたし、具体的に今日ご出席いただいていませんけれども、金子委員と

か堺屋委員とか、その他の委員の方々からもさまざまな案が出されております。 

 今、河内山委員とか鎌田委員とか草野委員とか、いろいろなご提案もというか、私もそ

んな観点からいろいろとこういうふうなまとめをしたわけでありますけれども、今、石井

委員から示されましたように、道州制基本法というものを2018年に原案を提案しなけれ

ばいけないということになっているわけですから、これは議論しなきゃいけないというこ

とになると、堺屋委員のおっしゃったような、そういう工程表という、項目表ではなくて、

工程表だというのはよくわかりました。 

 そういうことからすると、どうでしょう。こういった項目を今までの委員の言われた

方々のそういう全員ではございませんけれども、一応まとめてみて、それでそれを検討し

ていきながら、基礎自治体の問題とか、それからあと国の役割の見直しとか、そういう意

味では前向きに前進していくというようなことで、そうしましたら次回、せっかく今日来

ていただいて、私の不十分な提示の仕方であったかと思います。 

 議論がいろいろ３点あるということでありますので、それを足して２で割るわけじゃあ

りませんけれども、それぞれの意見、河内山委員とか鎌田委員とか、そういった委員の

方々の意見を言ってみれば今まで出てきたスケジュール表を１回整理し直して、次回まと

めて堺屋委員のおっしゃるような１回工程表という形で、今まで出たご意見をもとに、ペ
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ーパーをつくってまいりますので、それでその議論の過程の中、それをまた見ていただい

て、また議論をしていただいたらいいのではないかというふうに思いますので、次回もう

一度申しわけございませんけれども、道州制工程表ということで、過去のそれぞれのご意

見を一遍整理した形で、それを提示して、それに基づいてまた議論、工程表というのは大

事だと思いますから。 

○堺屋委員 この委員会というのは、任期がありますよね。任期はいつまでですか。 

○江口座長 来年の３月31日。 

○堺屋委員 それまでに道州制基本法の原案というか、考え方を答申することになってお

るわけでしょう。それをまず、だから2010年の３月にはこの道州制の基本理念、ここに

書いてある３つの項目は出すということは前提だと思いますわね。そうでないと、この委

員会が終わらないということになります。 

○江口座長 そうですね。ただ、この懇談会はあくまでも懇談会で、決定機関じゃありま

せんから、一つの考え方を大臣のほうに提案するということで、ここで決めたから決まっ

ちゃうというようなことではないと思いますので。 

○堺屋委員 それは当然国会で決めなきゃいかんわけですからね。だけれども、このあれ

として、この懇談会として最終答申には道州制基本法の原案、考え方をこの３つの項目を

含んだ道州制の原案を出すということですね。 

○江口座長 今、石井委員のほうから、道州制基本法のこの書き方が私がまずかったです

ね。基本法の制定というふうに書いちゃったものですから、基本法案ですね。もしくは原

案の作成という……。 

○堺屋委員 原案の答申ですね。 

○江口座長 わかりました。 

 ですから、私の書き方、まとめ方が誤解を招いたと思いますので、案をまとめるという

ことで、それでそうしましたら、次回今までの委員会の工程表案というか、いろいろなも

のを勘案しながら、提案されておられるのをまとめたものを皆さん方に提示していただい

て、それをもとに議論していただいて、そういうことでちょっと今回私の不手際でこうい

うことになってしまいました。 

○堺屋委員 それが決まれば、税財政はいつまでに基本的な形をつくらないかん。それか

ら、区割りはいつまでにつくらないかんと小委員会のほうも動くんですよ。 

○石井委員 堺屋委員のおっしゃるとおりでございます。それぞれの委員会でやっていた

だいているものもしっかりとそれまでにまとめないといけませんし、今日議論が出ました

基礎自治体のあり方、こういったことも含めて、まだ国民的な理解を広げていくための具

体的な戦略とか、いろいろなことをそれにあわせてやっていかなきゃいけませんから、結

構当懇談会は忙しいスケジュールになってくる。 

○江口座長 あと10回しかない。 

○石井委員 それはそういうことになるかということをお互い確認することは大変重要じ
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ゃないかと思いますね。 

○江口座長 ですから、いろいろご意見はあるかもしれませんし、反対のご意見もあるか

もしれませんけれども、一応約束というか、３月31日まで答申を出せと、こういうご指

示でございますので、それぞれの委員の方々、ご不満とか、あるいはまた反対意見もおあ

りでしょうけれども、私も今日はこれでいいんじゃないかと思っていたんですけれども、

そういうことで、多くの、全員が一致しなければというようなことを全会一致で進めてお

りますとまとまっていきませんので、いわゆる案ですから、石井知事からご指摘があった

ように、案でこれを決して押しつけるものではないと、こういうことで来年の３月31日

までにビジョン懇としての案をまとめたいと思いますので、そうしましたら次回今までの

委員の方々から出されたそういう何年に何をやったらいいのかと、すべきだというような、

そういうことをまとめさせていただいて、それを次回また議論を１時間ほどしていただく

ということにしたいと、させていただきたいというふうに思います。 

○長谷川委員 ちょっとまだ時間があるので、ちょっとわからないところの質問と確認で

すけれども、2010年の３月までに基本法のこのビジョン懇としての案を答申を出すと、

それはまずいいですよね。 

○江口座長 そうですね。 

○長谷川委員 そうすると、その答申が出た後、基本法をつくるわけですから、基本法は

一番早ければ、例えば2011年度、そういうイメージになってくるなと私は自然に思うん

です。 

 その上で、実施法とこの（３）の道州制法と２段階になっているんですけれども、これ

はどういうことなんでしょうか。普通は基本法があって、実施法があれば、それで用が足

りるような気もするんですけれども、何で２段階になっているんでしょう。これは質問で

す。 

○堺屋委員 これは今までの議論からおもんばかるに、道州制を実施するためにいろいろ

変えなきゃいかん。中間的な段階のものを例えば公務員などであればどうするとかという

のをここで決めて、それで恐らく道州制法というのは、今の地方自治法みたいな完成して

からの、こういう分け方じゃないかと思いますよ。 

○長谷川委員 なるほど、そうしますとこの実施法の中の一番多分議論になるこの税財政

とか、その他の各自治体の権限やら何やら、このつまり議論の案との部分、これをこの実

施法の中に当然盛り込むわけですよね。 

 そうしますと、この基本法、仮に一番早ければ2011年度につくってから、実施法をつ

くるところまでは、これは相当議論が要るという、そういうイメージになるんですか。つ

まり普通で言えば４、５年、３年から５年。 

○堺屋委員 ３年ぐらいでですね。 

○長谷川委員 ３年から５年というイメージだと思いますけれども、そういう理解でよろ

しゅうございますか。 
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○江口座長 いいと思いますが。 

○堺屋委員 まだそれこそ工程表で議論することです。 

○江口座長 いかがでしょうか。私はそういうふうに理解してますが。 

○長谷川委員 そうですよね。大体普通は僕もそういう理解かなと思ったんですけれども、

そうすると３年、５年、一番最短で、そうすると2014、５年だとすると2016年ですね。

ということになって、2018年のゴールに間に合うと。 

○江口座長 私がこのペーパーを出したのは、こういう項目を出せば、自然にそういうふ

うな年数が決まってくるかと思ったということでわかりました。とにかく今まであったも

のを皆さん方、委員の方々言われたものを整理して、そして河内山委員とか、それから鎌

田委員とか、それから石井委員とか草野委員の言われたまだいろいろ問題があるじゃない

かというようなことにつきましては、そのとき、その工程表を議論していくその中で、特

別に必要とあらば議論をしていく。 

 また、特に基礎自治体については、特別に時間をとって、ここは議論しておかないとい

けない問題ではないかなと。いつでも言ってみれば、この懇談会で基礎自治体について議

論されてませんので、時間をとってもいいんじゃないか。 

 それから、工程表というもので、確かに項目表だったなと思って反省しているんですけ

れども、そういうようなことで、そういうことで工程表をにらみながら、その基礎自治体

のあり方とか、そういう議論を深めていくというようなことでやらせていただきたいとい

うふうに思います。 

 どうぞ、福田委員。 

○福田委員 工程表に対しては、私はどういう展開になるのかとはらはらしておりました。

むしろ私は堺屋先生とか長谷川委員と同じような考え方を持っておりまして、きちんとし

た一つの見通しのない中で、「あれが出てない」、「これが出てないからいつになるかわ

からない」というふうな論調でものが進んでいて、「一体これは何なんだろう、この会

は」というふうに非常に危機感を持っておりました。 

○江口座長 すみません。 

○福田委員 それから、中間報告は、あれほど一つの熱を帯びた格好で議論の果てにつく

られたものでございます。けれども、そういったところで、ちゃんとその時期というもの

は整理しておるんですから、そこのところがぐらぐらするようでは困る、ということ。 

○江口座長 すみません。 

○福田委員 それから、もう一つ。 

 2008年につくった中間報告でございますから、2018年、10年後ということでございま

す。地方にとって、10年後ということは、今の状態がずるずる、ずるずる10年も続いて

いき、それが過ぎなきゃ国の形が変わらないという大変な不安感というものを実は抱いて

いるわけです。 

○江口座長 10年は長すぎるということですか。 
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○福田委員 これについては、いたし方がないと思っています。けれども、それがさらに

「あれが論議されてないから」、「これが論議されてないから」ということで、エンドが

まだふらふら、ぐらぐらと延びるようだったら、「こんな会はやめたほうがいいんじゃな

いか」というふうに私は感じておりました。しかし、最後は着地が安心する範囲におさま

りましたので。 

 それと、言いたかったのは、「10年というのは十分な時間でございますよ」というこ

とでございます。 

 それから、政局が非常に不安定な中で、この地方分権、あるいは道州制の議論で何か非

常に熱が下がったり、上がったりしているように、どうも見えていけないんですよ。特に

地方分権は、あれだけ一生懸命つくり上げたものが、いわゆる地方のほうから見ていると、

これは選挙にどう響くだろうかということで、いろいろなところがちょっと骨抜き状態に

なっていって、全体として「今そんなことを議論するのは選挙に対してはまずい」という

ムードが何か蔓延しているようです。国のかたちを変えようとしているものでございます

から、きちんとした論議がちゃんと維持されて、進められなきゃいけないのです。そのム

ードがこの会議まで入ってきているとは思いませんけれども、しかし、「我々が毅然とし

てやらなきゃいけない」ということをちょっと申し上げておきます。 

○江口座長 私としては、政局につきましては、全く意識して……。 

○福田委員 座長じゃなくて、日本全体のムードとしてです。 

○江口座長 懇談会の座長としては、私は政局のことについては全く考えていない、現時

点においてはということですね。 

○福田委員 座長じゃありません。 

○江口座長 ですから、粛々と３月31日に向けて、このビジョン懇談会としてやるべき

ことはやって、そして最終報告はどういう状態になろうとまとめて、どういう形になるか

わかりませんけれども、しかるべき対応をさせていただこうと。 

 ですから、今度総選挙でどうなるかとか、あるいはまたそういうような政局について、

座長の私としては、考えて、ちょっとピントがずれていました。 

○福田委員 すみません。もう一つだけ。 

 何が議論されて、何が整理されて、何が決定されたということを、都度きちんと整理さ

れた格好で確認していくということをやらないと。「そういえばあれが議論されてなかっ

た」という問題じゃない。ぜひ、毎回「何が議論されましたね」、「ここは決定されまし

たね」ということをぜひ歯どめとしてよろしくお願いいたします。 

○江口座長 芦塚委員、どうですか。 

○芦塚委員 今、福田委員がおっしゃったとおりで、私ども地方からしましてもビジョン

懇談会の中間報告、これは非常に重いものだと受けとめております。そこでまだ宿題にし

ているものが何点かありますけれども、これもクリアにして、我々の懇談会が目指す道州

制とはこういうものだというのをはっきり最終報告でしていただきたいと思います。それ
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がベースとなって道州制基本法を、こんな形でやってくれというのを出されるであろうと

思います。その中で地方もそのプロセスの中で、やはり国と地方の機関と協議をして、地

域にとってもいい、あるいは心配のない道州制に移っていくというようなプロセスがある

のではないかと、これを我々は期待しているわけでございます。 

 それで、先週、私ども45ある全国経済同友会のうち43同友会が署名したうえで政党に

マニフェストをやってくれというものを出しました。その中では、これから先も道州制ビ

ジョン懇談会や地方分権改革推進委員会、この議論や成果をちゃんと総選挙で取り上げる

ようにしてくれということをうたっております。その中で私たちは道州制基本法制定がま

ず重要で、それには導入までのプロセスや具体的な制度枠組みをちゃんとした基本法がま

ず不可欠であるというふうに書いております。そして、マニフェストにもちゃんと道州制

をどう考えるか出してくれというふうに出しました。 

○江口座長 各政党に出したんですか。 

○芦塚委員 はい、マニフェストとしていただきたいと出しております。 

○江口座長 いつごろ出したの。 

○芦塚委員 先週、11日です。 

○江口座長 道州制について。 

○芦塚委員 地域主権型道州制についてどう思うかお聞かせていただきたいと、全国経済

同友会の名前で出しております。 

○江口座長 桜井さんのお名前で。 

○芦塚委員 はい。 

○江口座長 そうですか、代表幹事の名前も。 

○芦塚委員 行財政改革委員会ということで、全国同友会の行財政改革委員会ということ

で、一応共同議長にまでしてもらって。桜井さんとか、地方の首長もです。 

○江口座長 わかりました。 

 そういうことで、今日はちょっと工程表につきまして、私の……。 

○河内山委員 すみません。１点だけ福田委員がおっしゃったことについて、私の考え方

を説明して、工程表に手順が入ったり、目標年次が入ることは、私は決して否定をしてい

るわけじゃありません。それがなければ工程表にならないというのは、最初に申し上げて

おります。 

 国民的にとか、特に地方の立場からする懸念材料が山ほどこの数年間で出てきたわけで

すね。そのことにちゃんと着実に、確実に答を出していく、難しい問題にちゃんと答を出

さないと、この道州制に魂が入らない。そういう意味で、今まで議論しなきゃならないで

すね、ならないですねといったことをぜひ座長のほうで、来年３月までの工程表をつくっ

ていただいて、先送りをせずに、まずそれをちゃんと決着をつけることを我々として一生

懸命努力して、その中で意見の相違があると思うんですね。議論はあると思います。それ

は国民のためになる議論をするんだということでないと、単に年次が入っただけでは魂が
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入らないと、そういう意味合いでございます。 

○江口座長 まことにご指摘のとおりで、今、河内山委員のおっしゃるとおりで、来年３

月31日まで、どんなテンポで議論していくかと、何を議論していくかというようなこと、

あるいはまた専門委員会とどうやって合同で委員会を開くかとか、そういうようなことも

含めて、私の座長としてのスケジュール表、この懇談会としてのスケジュール表、工程表

を出させていただくということにさせていただきます。 

 どうぞ。 

○石井委員 この今の工程表の案を見ながら、（２）と（３）の関係なんですね。私は法

案に以前作成に携わった経験から申し上げますと、この２つの法律を分ける理由がちょっ

とよくわかりません。道州制法というものをおつくりになれば、その中に（２）に書いて

あることはみんな中にほとんど入ってしまって、道州制法の施行に伴う関係法律を整備す

るとか、関係体制をどうするというのは、同時に法律をつくって一緒にやるはずなので、

法律は２つになればまとまってできると思いますから、（２）、（３）と分けるのではな

くて、道州制法をつくるんだということを一本まとめたほうが基本法と道州制法というほ

うが結構すっきりしてわかりやすいんじゃないかという感じがちょっとしております。 

○江口座長 アドバイスをありがとうございます。 

 とにかく私の今日出したペーパーが案が抜けておるというか、原案というものが抜けて、

あたかもビジョン懇で制定するかのように表現してしまったということで、ご指摘のとお

りだと思いますので、次回は今までのものを委員の方々のご提案を整理したものを提示さ

せていただきます。 

 それから、また３月31日、最終報告というのが３月31日になるのかどうかわかりませ

んけれども、３月に最終報告するまでのこのビジョン懇の工程表も河内山委員ご指摘のと

おりですので、出させていただいて、それで次回開催させていただきたいと思います。 

 時間がまいりましたので、本日の議論はここまでとさせていただきたいと思います。次

回につきましても、追って事務局の方々からご連絡をしていただきますので、よろしくお

願いします。 

 以上をもちまして、本日の道州制ビジョン懇談会、30回を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後 ６時５８分閉会 


